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殺人、傷害、性犯罪、ストーカー等の被害を受けた方やご家
族の方などを対象に、刑事手続、少年審判についての手続
及び行政手続に関する援助を行います。
例）被害届の提出、告訴・告発、事情聴取同行、犯罪被害者等給付
金申請、マスコミへの対応・折衝など

民事裁判等手続に関する援助として、無料で法律相談を行
い、弁護士費用等の立替えを行います。
例）損害賠償請求、損害賠償命令の申立て、保護命令（DV）の申立てなど
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「被害者参加人」のための
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刑事裁判に参加する「被害者参加人」のための制度

　一定の犯罪の被害者などが、裁判所の決定により、公判期日に出席し、被告人に対する質問を行うなど、
　刑事裁判に直接参加することができる制度です。

参加の申出ができるのは、
❶殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
❷強制わいせつ、強姦などの罪
❸逮捕及び監禁の罪
❹略取、誘拐、人身売買の罪
❺ 2～4の犯罪行為を含む他の犯罪
❻過失運転致死傷などの罪
❼ 1～5の未遂罪
の犯罪被害者本人や法定代理人（未成年者の両親など）、犯罪被害
者本人が亡くなった場合や心身に重大な故障がある場合の犯罪
被害者の配偶者、直系親族、兄弟姉妹です。

裁判所が刑事裁判への参加を認めた犯罪被害者などを被害者参
加人といいます。
被害者参加人になると、
❶公判期日に出席すること
❷検察官の権限行使に関し、意見を述べ、説明を受けること
❸証人に尋問をすること
❹被告人に質問をすること
❺事実関係や法律の適用について意見を陳述すること
ができるようになります。

裁判所に対し、検察官を通じて刑事裁判への参加を申し出ること
ができます。

※被害者参加人は、刑事裁判に参加するに当たり、上の1～5の行為を弁護
士に委託することができます。起訴された後であれば、いつでも参加の申出をすることができます。

誰が、参加できますか？ 申出方法は？

何ができますか？

いつ、申出をすることができますか？

被害者参加人の資力（現金、預金などの流動資産の合計額）から、犯
罪行為を原因として6か月以内に支出することとなると認められる
費用の額（治療費など）を差し引いた額が200万円未満である場合
です。

経済的に余裕のない被害者参加人の方も、弁護士（国選被害
者参加弁護士）による援助を受けていただけるようにする
ため、裁判所が国選被害者参加弁護士を選定し、国がその費
用を負担する制度です。

被害者参加制度を利用して刑事裁判に出席された方に、国
がその旅費等を支給する制度です。

国選被害者参加弁護士の選定を請求するための条件は？

上記要件を満たした被害者参加人の方は、裁判所に対し、法テラスを経
由して、国選被害者参加弁護士の選定を請求することができます。

請求方法は？

被害者参加人のための

国選弁護制度

被 害 者 参 加 制 度

旅費（交通費）及び日当が支払われます。出席する裁判所が遠方のた
めなどの理由で宿泊しなければならない方は、宿泊料も支払われま
す。
旅費等は原則として「もっとも経済的な（安価な）経路・交通手段」で
計算されますので、支払われる旅費等は実際にかかった交通費等と
一致しないことがあります。

支給の対象は？

裁判所から送付される請求書に必要事項を記載して、必要な資料を
添えて、出席した裁判所に提出してください。
提出された請求書は裁判所から法テラスに送付され、法テラスで算
定した旅費等をご指定の口座にお振り込みいたします。

請求方法と支払方法は？

被害者参加旅費等支給制度


